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【手続補正書】
【提出日】平成30年4月19日(2018.4.19)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　所定の遊技を行う遊技機であって、
　前面側を開放状態と閉鎖状態とに開閉可能であって、鍵穴に鍵を挿入することで可能な
鍵操作がされたときに解錠されるように閉鎖状態で施錠される開閉部材と、
　所定操作が受け付けられたときに、所定事象を発生させる所定事象発生手段とを備え、
　前記開閉部材が解錠された状態においては、前記鍵穴に挿入された前記鍵が当該鍵穴か
ら抜けず、
　前記所定事象発生手段は、前記鍵穴に前記鍵が挿入された状態で前記所定操作が受け付
けられたときに、前記所定事象を発生させる、遊技機。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００７】
　（１）　所定の遊技を行う遊技機であって、
　前面側を開放状態と閉鎖状態とに開閉可能であって、鍵穴に鍵を挿入することで可能な
鍵操作がされたときに解錠されるように閉鎖状態で施錠される開閉部材と、
　所定操作が受け付けられたときに、所定事象を発生させる所定事象発生手段とを備え、
　前記開閉部材が解錠された状態においては、前記鍵穴に挿入された前記鍵が当該鍵穴か
ら抜けず、
　前記所定事象発生手段は、前記鍵穴に前記鍵が挿入された状態で前記所定操作が受け付
けられたときに、前記所定事象を発生させる。
　遊技機は、以下のように構成されてもよい。
　所定の遊技を行う遊技機（たとえば、スロットマシン１、パチンコ遊技機２００）であ
って、
　前面側を開放状態と閉鎖状態とに開閉可能な開閉部材（たとえば、前面扉１ｂ、前枠１
００ｂ、ガラス扉１００ｃ）と、
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　前記開閉部材を閉鎖状態で施錠する施錠手段（たとえば、前面扉１ｂの係止片と筐体１
ａの係止部との係止、前枠１００ｂの係合突起１０４，１０６と外枠１００ａの係合受け
片１０５，１０７との係止）と、
　鍵穴（たとえば、鍵穴７０ａ、鍵穴１５０ａ）に鍵（たとえば、ドアキー７０ｄ、ドア
キー１５０ｄ）を挿入することによって可能な鍵操作（たとえば、ドアキー７０ｄを右に
回す操作、ドアキー１５０ｄを右に回す操作）がされたときに前記開閉部材を解錠する解
錠手段（たとえば、ドアキー７０ｄによる前面扉１ｂの解錠、ドアキー１５０ｄによる前
枠１００ｂの解錠）と、
　前記鍵穴への前記鍵の挿入を検知する挿入検知手段（たとえば、ドアキー挿入センサ７
０ｂ、ドアキー挿入検知回路７０ｃ）と、
　所定操作（たとえば、リセットスイッチ２３、設定キースイッチ３７、ストップスイッ
チ、演出設定スイッチ８０による操作）を受け付ける所定操作受付手段（たとえば、図１
０のＳ１０でＹＥＳ、図１１のＳ２０でＹＥＳ、図１２のＳ４０でＹＥＳ、図１３のＳ６
０でＹＥＳ，Ｓ６６でＹＥＳの判定）と、
　前記所定操作受付手段により前記所定操作が受け付けられたことに基づき、所定事象を
発生させる所定事象発生手段（たとえば、図１０のＳ１６、図１１のＳ２７、図１２のＳ
４７、図１３のＳ６５，Ｓ７３の処理）とを備え、
　前記所定事象発生手段は、前記所定操作受付手段により前記所定操作が受け付けられて
も（たとえば、図１０のＳ１０でＹＥＳ、図１１のＳ２０でＹＥＳ、図１２のＳ４０でＹ
ＥＳ、図１３のＳ６０でＹＥＳ，Ｓ６６でＹＥＳの判定時）、前記挿入検知手段により前
記鍵の挿入が検知されていないとき（たとえば、図１０のＳ１１でＮＯ、図１１のＳ２１
でＮＯ、図１２のＳ４１でＮＯ、図１３のＳ６１でＮＯ，Ｓ６７でＮＯの判定時）には前
記所定事象を発生させない。
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